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令和４年７月教育委員会定例会議事日程 

 

新潟市教育委員会 

日 時 令和４年７月２９日（金） 午後３時３０分 開会 

場 所 新潟市役所ふるまち庁舎４階 教育会議室１ 

日 程 第１ 会議録署名委員の指名 

 

第２ 付議事件 

議案第１１号 新潟市教育委員会規則の読点の表記を改める 

       規則について･････････････････････････････････････１ 

議案第１２号 新潟市教育委員会規程の読点の表記を改める 

       規程について･････････････････････････････････････３ 

議案第１３号 令和５年度使用新潟市立特別支援学校・特別支援学級用 

教科用図書の採択について･････････････････････････５ 

 

第３ 報告 

・新型コロナウイルス感染状況について･････････････････････当日配布 

・令和４年度全国学力・学習状況の結果について･････････････当日配布 

 

第４ 次回日程 

 ８月定例会 令和 ４年 ８月３０日（火）午後３時３０分 

 

第５ 閉会 

 

第６ 協議会 

・豊栄南小学校の統合に関する要望について･･･････････････････････１ 

・教育委員会の事務の管理及び執行状況に関する 

点検・評価（案）について･･･････････････････････････････････別冊 
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議案第１１号 

   新潟市教育委員会規則の読点の表記を改める規則について 

 新潟市教育委員会規則の読点の表記を改める規則について、次のとおりとしたいため議決を求

める。 

  令和４年７月２９日提出 

                             新潟市教育委員会 

                        教育長 井崎 規之 

 

新潟市教育委員会規則の読点の表記を改める規則について 

 

１ 改正理由 

国から新たな「公用文作成の考え方」が示されたことを受け、市では「行政文書事務に関

する手引き」を令和４年４月１日付けで改訂し、国と同様、行政文書の読点表記を原則「、

（テン）」を用いることとし、行政文書内での読点表記の混同を防ぐため、全ての条例の読点

表記を「、」に改めることとした。条例改正に合わせ、教育委員会規則も改正するもの。 

 

２ 改正内容 

   この規則の施行の際現に効力を有する新潟市教育委員会規則において読点として表記する

「，」を「、」に改める。 

 

３ 施行期日 

   令和４年８月１日 

付議　1



新潟市教育委員会規則の読点の表記を改める規則をここに公布する。 

  令和４年 月  日 

新潟市教育委員会 

教育長  

新潟市教育委員会規則第  号 

   新潟市教育委員会規則の読点の表記を改める規則 

 この規則の施行の際現に効力を有する新潟市教育委員会の規則において読点として表記

する「，」を「、」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和４年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の新潟市教育委員会規則で定め

る様式による用紙は，当分の間，これを使用することができる。 

付議　2



議案第１２号 

   新潟市教育委員会規程の読点の表記を改める規程について 

 新潟市教育委員会規程の読点の表記を改める規程について、次のとおりとしたいため議決を求

める。 

  令和４年７月２９日提出 

                             新潟市教育委員会 

                        教育長 井崎 規之 

 

新潟市教育委員会規程の読点の表記を改める規程について 

 

１ 改正理由 

国から新たな「公用文作成の考え方」が示されたことを受け、市では「行政文書事務に関

する手引き」を令和４年４月１日付けで改訂し、国と同様、行政文書の読点表記を原則「、

（テン）」を用いることとし、行政文書内での読点表記の混同を防ぐため、全ての条例の読点

表記を「、」に改めることとした。条例改正に合わせ、教育委員会規程も改正するもの。 

 

２ 改正内容 

   この規程の施行の際現に効力を有する新潟市教育委員会規程において読点として表記する

「，」を「、」に改める。 

 

３ 施行期日 

   令和４年８月１日 

付議　3



新潟市教育委員会規程の読点の表記を改める規程を次のように定める。 

  令和４年 月  日 

新潟市教育委員会 

教育長  

教育長訓令第  号 

   新潟市教育委員会規程の読点の表記を改める規程 

 この規程の施行の際現に効力を有する新潟市教育委員会の規程において読点として表記

する「，」を「、」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は，令和４年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の新潟市教育委員会規程で定め

る様式による用紙は，当分の間，これを使用することができる。 

付議　4



 

議案第１３号  

  令和５年度使用新潟市立特別支援学校・特別支援学級用教科用図書の採択について 

 

令和５年度使用新潟市立特別支援学校・特別支援学級用教科用図書の採択について，議

決を求める。  

  令和４年７月２９日提出  

新潟市教育委員会  

教育長 井崎 規之  

 

 

 

 

付議　5
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当日における学級閉鎖等（ 全体の休業を含む） 中の校園数校園

■小学校 ■中学校 ■その他

令和４ 年７ 月２ ９ 日

教育委員会

児童生徒等

市内感染状況
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豊栄南小学校の統合に関する要望について 

 

１ 豊栄南小学校の概要 

 (1) 位置 

 

 

(2) 沿革 

   昭和 47年 長場小学校・岡新田小学校が統合し豊栄市立豊栄南小学校として開校 

   昭和 56年 創立 10周年記念式典・第一次豊栄市研究推進校「特別活動」研究発表 

   平成 3年  創立 20周年記念式典・通学道路拡幅・築山の完成  

平成 13年 創立 30周年記念式典・ビオトープ（ミニ福島潟）の完成 

      平成 17年 新潟市との合併により新潟市立豊栄南小学校に改称 

   令和 3年  創立 50周年記念式典・記念樹植樹 

  （参考）平成5年 葛塚中学校の一部と長浦中学校が統合し光晴中学校として開校 

令和４年７月２９日 

教育委員会７月定例会 

教育委員会教育総務課 

北区役所 

光晴中学校 

葛塚小学校 

豊栄南小学校 

岡方第一小学校 

岡方中学校 

岡方第二小学校 

阿賀野市 

協議会　1



(3) 児童生徒数・学級数の推移 

 

２ これまでの主な検討の経緯 

  平成 25年 12月 現状のまま存続を望む要望書を提出 

  令和２年12月  第１回 豊栄南小学校の今後を考える会を開催(発足) 

  令和３年２月～令和４年１月 

          第２回～第５回 豊栄南小学校の今後を考える会を開催 

          小学校・保育園保護者説明会、地区説明会等を開催 

          地域住民に対してチラシで周知 

  令和４年１月   第１回 豊栄南小学校地域検討会を開催 

  令和４年３月  第２回 豊栄南小学校地域検討会を開催し、統合の方針を決定 

  令和４年４月  豊栄南小学校地域検討会から提言書を長浦コミュニティ委員会 

及び葛塚中央コミュニティ協議会に提出 

  令和４年７月  長浦コミュニティ委員会等から要望書を提出 

 

３ 今後の主な予定 

  令和４年９月   ９月議会文教経済常任委員会協議会報告 

  令和４年10月   統合に係る住民説明会等 

  令和５年１月以降 統合実行委員会準備会設立 

  令和５年４月以降 統合実行委員会・閉校記念事業実行委員会での検討開始 

           児童の交流活動開始 

  令和５年度中   閉校記念式典 

  令和６年４月   葛塚小学校と統合 

協議会　2



協議会　3
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協議会　5
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協議会　6


